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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月16日(2014.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基台と、
　前記基台から進退自在に設けられ、円形の基板の裏面を保持爪により吸着保持する保持
部と、
　前記保持部が後退し基板を保持した状態でいるときに、前記保持部が保持している前記
基板の周縁部の位置を、それぞれ異なる位置で検出する第１の検出部、第２の検出部及び
第３の検出部を含む検出部の群と、
　前記第１～第３の検出部の組の検出値に基づいて基板の中心位置及び基板の半径を求め
、求めた半径と基板の既知の半径とを比較するステップと、この比較結果により検出部が
基板の周縁部の切欠きを検出していないと判定したときには、求めた中心位置と、保持部
の基準位置に保持されているときの基板の中心位置と、の間のずれ量を求めるステップと
、前記比較の結果、求めた半径と基板の既知の半径とが異なることにより検出部が前記切
欠きを検出したと判定したときには、前記切欠きが前記検出部に検出されないように前記
保持部を基台に対して進退させることにより前記検出部に対して移動させ、移動した前記
保持部が保持している前記基板の周縁部の位置を前記検出部により再び検出した再検出値
に基づいて基板の中心位置を求め、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されてい
るときの基板の中心位置と、の間のずれ量を求めるステップと、求めたずれ量に基づいて
基板が次の処理ユニットにおける受渡し位置に受け渡されるように搬送動作を補正するス
テップと、を実行するように制御信号を出力する制御部と、を有する基板搬送装置。
【請求項２】
　前記検出部の群に含まれる検出部の数は４個である請求項１記載の基板搬送装置。
基板搬送装置。
【請求項３】
　前記検出部が前記切欠きを検出したと判定したときに前記切欠きが前記検出部に検出さ
れないように前記保持部を基台に対して進退させる動作は、前記基台を搬送先の処理ユニ
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ットの前に移動させながら行われる請求項１または請求項２に記載の基板搬送装置。　
【請求項４】
　前記制御部は、前記検出部が前記切欠きを検出したと判定し、前記切欠きが前記検出部
に検出されないように前記保持部を基台に対して進退させ、前記ずれ量を求めた後、前記
基台を処理ユニットの前まで移動するステップと、次いで、前記保持部が保持している前
記基板の周縁部の位置を前記検出部により検出し、当該検出における検出値に基づいて基
板の中心位置を求め、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されているときの基板
の中心位置と、の間のずれ量を求めるステップと、を実行するように制御信号を出力する
請求項１ないし４のいずれか一項に記載の基板搬送装置。
【請求項５】
　前記検出部が基板の周縁部の切欠きを検出していないと判定し、前記ずれ量を求めた後
、前記基台を処理ユニットの前まで移動するステップと、次いで、前記保持部が保持して
いる前記基板の周縁部の位置を前記検出部により検出し、当該検出における検出値に基づ
いて基板の中心位置を求め、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されているとき
の基板の中心位置と、の間のずれ量を求めるステップと、を行う請求項１または請求項２
に記載の基板搬送装置。
【請求項６】
　前記保持部は、上下に重なるように複数個設けられており、
　前記検出部は、前記保持部のいずれか１個が基板を保持した状態で後退しているときに
、前記保持部が保持している前記基板の周縁部の位置を検出するものである、請求項１か
ら請求項５のいずれか一項に記載の基板搬送装置。
【請求項７】
　前記検出部の各々は、後退している前記保持部が保持している基板を上下から挟むよう
に設けられた、一対の、光源と受光部とにより構成され、
　前記受光部は、複数の受光素子が配列してなるものである、請求項１から請求項６のい
ずれか一項に記載の基板搬送装置。
【請求項８】
　前記基台は、前記保持部の進退方向と直交して伸びるガイド機構に沿って移動できるよ
うに構成され、
　前記保持部は、進退機構を介して前記基台にガイドされながら進退できるように構成さ
れ
　前記光源と受光部とは、前記基台上における保持部に保持された基板の下面に対向する
部位と、前記基台から伸び出している支持部材に支持され、前記基板の上面に対向する部
位と、のうちの一方及び他方に設けられている、請求項７に記載の基板搬送装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記光源により発光した光が前記保持部に保持されている基板に通常遮
られない位置に配置されている前記受光素子により、前記光の光量を検出し、検出した検
出値に基づいて、前記光源の異常を検知するものである、請求項７または８に記載の基板
搬送装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記保持部が基板を保持していないときに、前記受光素子により、前記
光源により発光した光の光量を検出し、検出した検出値に基づいて、前記受光素子の異常
を検知するものである、請求項７から請求項９のいずれか一項に記載の基板搬送装置。
【請求項１１】
　前記受光部は、リニアイメージセンサである、請求項７から請求項１０のいずれか一項
に記載の基板搬送装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記保持部が正常な状態で後退した位置にあるときにリニアイメージセ
ンサの受光量が受光状態から遮光状態に変化した変化点の画素番号と、異常を判定すべき
前記保持部が後退した位置にあるときにリニアイメージセンサの受光量が受光状態から遮
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光状態に変化した変化点の画素番号とを比較して、前記保持部の形状の異常を判定するこ
とを特徴とする、請求項１１に記載の基板搬送装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、一の前記検出部が、互いに異なる２つの前記周縁部の位置を検出したと
きに、前記基板が割れていると判定するものである、請求項１から請求項１２のいずれか
一項に記載の基板搬送装置。
【請求項１４】
　基台と、前記基台から進退自在に設けられ、円形の基板の裏面を保持爪により吸着保持
する保持部と、前記保持部が後退し基板を保持した状態でいるときに、前記保持部が保持
している前記基板の周縁部の位置を、それぞれ異なる位置で検出する第１の検出部、第２
の検出部及び第３の検出部と、を有する、基板搬送装置における基板搬送方法であって、
　前記第１～第３の検出部の組の検出値に基づいて基板の中心位置及び基板の半径を求め
、求めた半径と基板の既知の半径とを比較する工程と、
　この比較結果により検出部が基板の周縁部の切欠きを検出していないと判定したときに
は、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されているときの基板の中心位置と、の
間のずれ量を求める工程と、
　前記比較の結果、求めた半径と基板の既知の半径とが異なることにより検出部が前記切
欠きを検出したと判定したときには、前記切欠きが前記検出部に検出されないように前記
保持部を基台に対して進退させることにより前記検出部に対して移動させ、移動した前記
保持部が保持している前記基板の周縁部の位置を前記検出部により再び検出した再検出値
に基づいて基板の中心位置を求め、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されてい
るときの基板の中心位置と、の間のずれ量を求める工程と、
求めたずれ量に基づいて基板が次の処理ユニットにおける受渡し位置に受け渡されるよう
に搬送動作を補正する工程と、を含む、基板搬送方法。
【請求項１５】
　前記検出部の群に含まれる検出部の数は４個である請求項１４記載の基板搬送方法。
【請求項１６】
　前記検出部が前記切欠きを検出したと判定したときに前記切欠きが前記検出部に検出さ
れないように前記保持部を基台に対して進退させる動作は、前記基台を搬送先の処理ユニ
ットの前に移動させながら行われる請求項１４または請求項１５に記載の基板搬送方法。
【請求項１７】
　前記検出部が前記切欠きを検出したと判定し、前記切欠きが前記検出部に検出されない
ように前記保持部を基台に対して進退させ、前記ずれ量を求めた後、前記基台を処理ユニ
ットの前まで移動する工程と、次いで、前記保持部が保持している前記基板の周縁部の位
置を前記検出部により検出し、当該検出における検出値に基づいて基板の中心位置を求め
、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されているときの基板の中心位置と、の間
のずれ量を求める工程と、を行う、請求項１４または１５に記載の基板搬送方法。
【請求項１８】
　前記検出部が基板の周縁部の切欠きを検出していないと判定し、前記ずれ量を求めた後
、前記基台を処理ユニットの前まで移動する工程と、次いで、前記保持部が保持している
前記基板の周縁部の位置を前記検出部により検出し、当該検出における検出値に基づいて
基板の中心位置を求め、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されているときの基
板の中心位置と、の間のずれ量を求める工程と、を行う請求項１４または請求項１５に記
載の基板搬送方法。
【請求項１９】
　前記保持部は、上下に重なるように複数個設けられており、
　前記検出部は、前記保持部のいずれか１個が基板を保持した状態で後退しているときに
、前記保持部が保持している前記基板の周縁部の位置を検出するものである、請求項１４
から請求項１８のいずれか一項に記載の基板搬送方法。
【請求項２０】



(4) JP 2014-132667 A5 2014.9.4

　前記検出部の各々は、後退している前記保持部が保持している基板を上下から挟むよう
に設けられた、一対の、光源と受光部とにより構成され、
　前記受光部は、複数の受光素子が配列してなるものである、請求項１４から請求項１９
のいずれか一項に記載の基板搬送方法。
【請求項２１】
　前記基台は、前記保持部の進退方向と直交して伸びるガイド機構に沿って移動できるよ
うに構成され、
　前記保持部は、進退機構を介して前記基台にガイドされながら進退できるように構成さ
れ
　前記光源と受光部とは、前記基台上における保持部に保持された基板の下面に対向する
部位と、前記基台から伸び出している支持部材に支持され、前記基板の上面に対向する部
位と、のうちの一方及び他方に設けられている、請求項２０記載の基板搬送方法。
【請求項２２】
　前記光源により発光した光が前記保持部に保持されている基板に通常遮られない位置に
配置されている前記受光素子により、前記光の光量を検出し、検出した検出値に基づいて
、前記光源の異常を検知する、請求項２０または請求項２１に記載の基板搬送方法。
【請求項２３】
　前記保持部が基板を保持していないときに、前記受光素子により、前記光源により発光
した光の光量を検出し、検出した検出値に基づいて、前記受光素子の異常を検知する、請
求項２０から請求項２２のいずれか一項に記載の基板搬送方法。
【請求項２４】
　前記受光部は、リニアイメージセンサである、請求項１４から請求項２３のいずれか一
項に記載の基板搬送方法。
【請求項２５】
　前記保持部が正常な状態で後退した位置にあるときにリニアイメージセンサの受光量が
受光状態から遮光状態に変化した変化点の画素番号と、異常を判定すべき前記保持部が後
退した位置にあるときにリニアイメージセンサの受光量が受光状態から遮光状態に変化し
た変化点の画素番号とを比較して、前記保持部の形状の異常を判定することを特徴とする
、請求項２４に記載の基板搬送方法。
【請求項２６】
　一の前記検出部が、互いに異なる２つの前記周縁部の位置を検出したときに、前記基板
が割れていると判定する、請求項１４から請求項２５のいずれか一項
に記載の基板搬送方法。
【請求項２７】
　基台と、前記基台から進退自在に設けられ、円形の基板の裏面を保持爪により吸着保持
する保持部と、前記保持部が後退し基板を保持した状態でいるときに、前記保持部が保持
している前記基板の周縁部の位置を検出する検出部と、を備えた基板搬送装置に用いられ
るコンピュータプログラムを記憶した記憶媒体であって、
　前記コンピュータプログラムは、請求項１４から請求項２６のいずれか一項に記載の基
板搬送方法を実行させるようにステップ群が組まれたるためのプログラムを記録したこと
を特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の基板搬送装置は、基台と、
　前記基台から進退自在に設けられ、円形の基板の裏面を保持爪により吸着保持する保持
部と、
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　前記保持部が後退し基板を保持した状態でいるときに、前記保持部が保持している前記
基板の周縁部の位置を、それぞれ異なる位置で検出する第１の検出部、第２の検出部及び
第３の検出部を含む検出部の群と、
　前記第１～第３の検出部の組の検出値に基づいて基板の中心位置及び基板の半径を求め
、求めた半径と基板の既知の半径とを比較するステップと、この比較結果により検出部が
基板の周縁部の切欠きを検出していないと判定したときには、求めた中心位置と、保持部
の基準位置に保持されているときの基板の中心位置と、の間のずれ量を求めるステップと
、前記比較の結果、求めた半径と基板の既知の半径とが異なることにより検出部が前記切
欠きを検出したと判定したときには、前記切欠きが前記検出部に検出されないように前記
保持部を基台に対して進退させることにより前記検出部に対して移動させ、移動した前記
保持部が保持している前記基板の周縁部の位置を前記検出部により再び検出した再検出値
に基づいて基板の中心位置を求め、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されてい
るときの基板の中心位置と、の間のずれ量を求めるステップと、求めたずれ量に基づいて
基板が次の処理ユニットにおける受渡し位置に受け渡されるように搬送動作を補正するス
テップと、を実行するように制御信号を出力する制御部と、を有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　他の発明の基板搬送方法は、基台と、前記基台から進退自在に設けられ、円形の基板の
裏面を保持爪により吸着保持する保持部と、前記保持部が後退し基板を保持した状態でい
るときに、前記保持部が保持している前記基板の周縁部の位置を、それぞれ異なる位置で
検出する第１の検出部、第２の検出部及び第３の検出部と、を有する、基板搬送装置にお
ける基板搬送方法であって、
　前記第１～第３の検出部の組の検出値に基づいて基板の中心位置及び基板の半径を求め
、求めた半径と基板の既知の半径とを比較する工程と、
　この比較結果により検出部が基板の周縁部の切欠きを検出していないと判定したときに
は、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されているときの基板の中心位置と、の
間のずれ量を求める工程と、
　前記比較の結果、求めた半径と基板の既知の半径とが異なることにより検出部が前記切
欠きを検出したと判定したときには、前記切欠きが前記検出部に検出されないように前記
保持部を基台に対して進退させることにより前記検出部に対して移動させ、移動した前記
保持部が保持している前記基板の周縁部の位置を前記検出部により再び検出した再検出値
に基づいて基板の中心位置を求め、求めた中心位置と、保持部の基準位置に保持されてい
るときの基板の中心位置と、の間のずれ量を求める工程と、
求めたずれ量に基づいて基板が次の処理ユニットにおける受渡し位置に受け渡されるよう
に搬送動作を補正する工程と、を含む。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
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